
 - 1 - 

様式 ２ 

 

回 答 

 

団体名（大阪府歯科保険医協会） 

 

（要望項目） 

１．口腔保健事業、患者の受診抑制への対策 

(1)失業や廃業、減収及び物価高騰等により経済的理由から受診抑制がおこらな

いよう、府民に対して医療費の一部負担金を減免する制度を充実させること。 

 

（回答） 

○ 国民健康保険制度における一部負担金の減免につきましては、大阪府と代

表市町村で構成する大阪府・市町村国民健康保険広域化調整会議で協議した

上で策定している「大阪府国民健康保険運営方針」に則って運用していると

ころであり、今後とも適切に運用してまいります。 

 

（回答部局課名） 

健康医療部 健康推進室 国民健康保険課 
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様式 ２ 

 

回 答 

 

団体名（大阪府歯科保険医協会） 

 

（要望項目） 

１．口腔保健事業、患者の受診抑制対策 

(2)福祉医療費助成制度において、乳幼児医療、ひとり親家庭医療、障がい者医

療の対象者を抜本的に拡充し、無料化すること。老人医療費助成制度を復活

させること。これら４医療費助成に加え、妊産婦医療費助成を新設すること。 

 

（回答） 

○ 福祉医療費助成制度については、全ての都道府県において実施されており、 

事実上のナショナルミニマムとなっていることから、本来であれば国におい 

て実施するべきものと考えており、国において制度を創設するよう強く要望

しています。 

 

○ 一方で、国の制度が創設されるまでは、府としてこの制度を継続する必要

があると考えています。 

 

○ 乳幼児医療費助成制度については、府と市町村の役割分担として、セーフ

ティネット部分は府が基準設定、子育て支援は市町村が独自に制度設計と整

理した経緯があります。 

 

○ こうした整理を踏まえ、医療のセーフティネットの観点から補助制度の再

構築を行うとともに、新子育て支援交付金により乳幼児医療費助成をはじめ

子育て支援施策の充実につながるよう、市町村支援を行っています。 

 

○ 平成 30 年度の福祉医療費助成制度の再構築においては、府・市町村の厳

しい財政状況のもと、対象者や対象医療の拡充が求められていたため、府議

会の議決を経て、より医療を必要とする方々に支援が行き届く制度としまし

た。 

 

○ 具体的には、65歳以上の重度ではない老人医療対象者は３年の経過措置を

もって対象外とする一方、重度の精神障がい者・難病患者の方々を新たに対

象とし、年齢に関係のない重度障がい者医療として再構築するとともに、こ

れまで助成対象外であった訪問看護ステーションが行う訪問看護を対象に加

えました。 

 

○ このような福祉医療費助成制度の再構築に伴う所要額の増加に加え、医療

の高度化に伴う医療費の増加などが見込まれていたため、持続可能な制度構

築の観点から、一部自己負担額の設定と旧制度からの引き上げが不可欠とな
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りました。 

 

○ 今後とも、再構築した福祉医療費助成制度により、医療のセーフティネッ

トとしての役割を果たしていきます。 

 

○ また、妊産婦の方への診療等については、府内市町村において妊婦健診費

用の公費負担を実施しており、令和６年４月１日時点での府内平均公費負担

額は 120,159 円です。さらに 37市町において多胎妊婦への追加助成が行

われており、自己負担の軽減が図られているところです。 

 

○ 府としては、妊婦の方が安心して出産できる環境を整備するため、総合及

び地域周産期母子医療センターの指定など医療提供体制を整備するととも

に、産婦人科救急搬送体制の確保や最重症合併症の妊産婦の受入れ体制を整

備してきたところであり、今後とも母子保健や医療提供体制の整備に努めて

まいります。 

 

（回答部局課名） 

福祉部 障がい福祉室 地域生活支援課 

福祉部 子ども家庭局 子ども青少年課 

健康医療部 保健医療室 地域保健課 
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様式 ２ 

 

回 答 

 

団体名（大阪府歯科保険医協会） 

 

（要望項目） 

１．口腔保健事業、患者の受診抑制対策 

(3)成人歯科健診は、18 歳以上～高齢者になるまでの間に健診の空白期間を作

らず、無料で各自治体が実施するよう、施策を講じ補助を行うこと。 

障害者、施設入所者、在宅患者等の健診の機会を保障すること。また患者

が希望する歯科医療機関で受けられるようにすること。 

 

（回答）※下線部について回答 

○ 障害者総合支援法に基づく基準省令で「指定障害者支援施設等は、あらか

じめ、協力歯科医療機関を定めておくよう努めなければならない」とあり、

指定障害者支援施設等に対し、入所者に歯科検診等の機会を確保するよう求

めています。 

 

○ また、令和 6年 4月の報酬改定において、入所者が医療機関に通院する際

に、施設職員が同行支援することを評価する通院等支援加算が創設されたと

ころです。 

 

○ 今後とも、指定障害者支援施設等に対し、入所者が安心してサービス利用

できるよう指導してまいります。 

 

（回答部局課名） 

福祉部 障がい福祉室 生活基盤推進課 
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様式 ２ 

 

回 答 

 

団体名（大阪府歯科保険医協会） 

 

（要望項目） 

１．口腔保健事業、患者の受診抑制対策 

(3)成人歯科健診は、18 歳以上～高齢者になるまでの間に健診の空白期間を作

らず、無料で各自治体が実施するよう、施策を講じ補助を行うこと。 

障害者、施設入所者、在宅患者等の健診の機会を保障すること。また患者

が希望する歯科医療機関で受けられるようにすること。 

 

（回答）※下線部について回答 

○  介護保険施設の入所者の口腔衛生の管理については、「指定介護老人福祉

施設の人員、設備及び運営に関する基準」等において、「入所者の口腔の健

康の保持を図り、自立した日常生活を営むことができるよう、口腔衛生の管

理体制を整備し、各入所者の状態に応じた口腔衛生の管理を計画的に行う」

と規定されています。 

 

○  具体的には、歯科医師又は歯科医師の指示を受けた歯科衛生士が介護職員

に対して口腔衛生に係る技術的助言を年 2回以上実施すること、当該施設の

従業者又は歯科医師若しくは歯科医師の指示を受けた歯科衛生士が、入所者

毎に施設入所時及び入所後、月に１回程度の口腔の健康状態の評価を実施す

ることとなっております。 

 

○  運営指導等の機会を通じ、介護保険施設入所者の検診の機会が十分に確保

されるよう、指導に努めてまいります。 

 

 

 

 

 

（回答部局課名） 

福祉部 高齢介護室 介護事業者課 

 

 



 - 6 - 

様式 ２ 

 

回 答 

 

団体名（大阪府歯科保険医協会） 

 

（要望項目） 

１．口腔保健事業、患者の受診抑制対策 

(3)成人歯科健診は、18 歳以上～高齢者になるまでの間に健診の空白期間を作

らず、無料で各自治体が実施するよう、施策を講じ補助を行うこと。 

障害者、施設入所者、在宅患者等の健診の機会を保障すること。また患者

が希望する歯科医療機関で受けられるようにすること。 

 

（回答） 

○ 大阪府では、国庫補助金のメニューとして従前から健康増進事業における

歯周疾患検診費として、40 歳、50 歳、60 歳、70 歳の対象年齢の府民に

対し、各自治体で行われている歯科健診の補助を行っております。令和６年

度からは当該事業が 20歳、30歳にも対象が拡大されました。 

 

○ また、令和５年度より別途国庫補助金メニューとして、8020 運動・口腔

保健推進事業の都道府県等口腔保健推進事業では、法令で定められた歯科健

診以外に拡充して実施する歯科健診に補助が行われることとなり、府内市町

から活用希望が出ております。引き続き、各自治体が歯科健診を行えるよう、

周知等に努めてまいります。 

 

○ 府内における一般の歯科診療所では治療が困難な方に対応できる歯科医療

機関（障がい者歯科診療施設）の情報については、府ホームページと福祉の

てびきに掲載し、周知に努めております。 

 

（回答部局課名） 

健康医療部 健康推進室 健康づくり課 
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様式 ２ 

 

回 答 

 

団体名（大阪府歯科保険医協会） 

 

（要望項目） 

２．国保料、介護保険料の問題 

(1)高額な保険料の原因である、府内統一保険料化を止めること。高くなった大

阪府の保険料を下げるため、大阪府一般会計法定外繰り入れを行うこと。大

阪府が市町村独自の基金に口を出すことは地方財政法違反であることを認識

すること。 

 

（回答） 

○ 人口減少、超高齢化が進展する中、市町村単位の国保の仕組みのままでは、

10年後、20年後の府内市町村の保険料水準に大きな格差が生じることが見

込まれることから、将来にわたって府域内の格差を是正し、「同じ所得、同じ

世帯構成」であれば「同じ保険料額」とすることで、被保険者間の受益と負

担の公平性を確保するとともに、保険財政の規模を大きくすることで、安定

した財政運営を図ることを目的に、平成 30 年度に保険料率の統一を行い、

６年間の激変緩和期間を設けて、令和６年度から府内の保険料率を完全統一

しています。 

 

○ 国民健康保険制度は、国民皆保険を支えるナショナル・ミニマムであり、

本来、国において、権限・財源・責任を一元的に担うことが基本です。その

上で、国民健康保険制度は、法律に基づき国及び都道府県による公費負担の

割合が定まっており、さらに国民健康保険料を引き下げるための法定外の一

般会計繰入を実施することは、国民健康保険特別会計における収支の均衡を

図る観点及び税の公平性の観点から適切ではないと考えており、大阪府とし

て独自の財政措置を行うことは考えていません。 

そのため、制度設計に責任を持つ国に対して、万全の財政措置を講じるよ

う、引き続き要望してまいります。 

 

○ 市町村に設置される財政調整基金における繰出し要件等については、「大阪

府国民健康保険運営方針」において、全市町村の合意のもと、定めているも

のです。 

 

（回答部局課名） 

健康医療部 健康推進室 国民健康保険課 
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様式 ２ 

 

回 答 

 

団体名（大阪府歯科保険医協会） 

 

（要望項目） 

２．国保料、介護保険料の問題 

(2)大阪市をはじめ、大阪府内自治体の介護保険料が高額になっており、全国で

も最悪水準となっている。府独自の保険料軽減策の手立てを早急に講じるこ

と。 

 

（回答） 

○ 介護保険料については、低所得者の負担軽減のため、介護保険法に基づき

公費による支援が行われており、府もその４分の１を負担しているところで

す。 

 

○ これとは別に、府が財政支援を行うことは、受益と負担の公平性の確保や

被保険者以外の方への負担の転嫁を避ける観点から、適当ではないと考えま

す。 

 

○ 府としては、介護保険制度の持続可能性の確保のためにも、高齢者ができ

る限り元気に生活し続けていただくことができるよう、市町村における介護

予防等の取組を支援してまいります。 

 

 

 

 

（回答部局課名） 

福祉部 高齢介護室 介護支援課 
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様式 ２ 

 

回 答 

 

団体名（大阪府歯科保険医協会） 

 

（要望項目） 

３．歯科医療提供体制、公衆衛生 

(1)歯科を標榜する地域の基幹病院への財政支援を強め高次の歯科医療提供体

制を整備すること。 

 

（回答） 

○ 地域医療介護総合確保基金を活用し、来年度からは歯科標榜に関わらず、

病院に歯科医師や歯科衛生士を派遣することで、医科歯科連携の推進に取り

組み、周術期患者等の口腔衛生状態の改善、退院促進を図ってまいります。 

 

○ 退院後も、在宅療養する場合に必要とされる歯科医療を提供できるよう、

在宅歯科医療に対応可能な歯科医師、歯科衛生士の育成にも取り組んでいま

す。 

 

○ 引き続き、地域における歯科医療提供体制拡充に資するよう、二次医療圏

保健医療協議会等において、地域の医療機関連携について情報共有を図って

まいります。 

 

（回答部局課名） 

健康医療部 保健医療室 保健医療企画課 

健康医療部 健康推進室 健康づくり課 
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様式 ２ 

 

回 答 

 

団体名（大阪府歯科保険医協会） 

 

（要望項目） 

３．歯科医療提供体制、公衆衛生 

(2)新興感染症が発生した際に歯科治療にかかわる体制を医療圏ごとに整備す

ること。具体的には、外感染４の届出医療機関が増えるよう支援すること。 

新興感染症に対応できる保健所職員の増員、体制を強化すること。 

 

（回答） 

○ 府民の方々が安心して歯科受診ができるよう、各関係機関等と連携してま 

いります。 

 

○ 併せて、地域における歯科医療提供体制拡充に資するよう、二次医療圏保 

健医療協議会等において、地域の医療機関連携について情報共有を図ってま 

いります。 

 

○ 府保健所の人員については、毎年度、新たな行政需要や既存の業務の必要

性などを十分に精査したうえで、業務の見直しや効率化を図りつつ、業務量

に見合った適正な体制となるよう協議を行っており、新興感染症への対応と

しては、これまでに新型コロナ対策関連業務のために行った増員を一部維持

するなどして体制を整備したところです。 

 

○ また、新型コロナウイルス感染症対応の経験を踏まえ、府独自の取組を新

たに盛り込んだ感染症予防計画を昨年度末に改定し、今年度より計画に基づ

いて取組を進めております。 

 

○ 計画の中では、感染症の予防に関する人材の養成及び資質の向上について、

保健所職員の研修・訓練の実施回数の目標数を定めており、今年度は、平時

及び院内感染発生時の医療機関との連携や適切な支援を目的とするケースス

タディや感染症指定医療機関と連携した搬送訓練も実施しています。 

 

○ 引き続き、保健所に期待される役割を十分に果たすことができるよう、保

健所職員等に対する感染症に関する人材の養成に努めてまいります。 

 

（回答部局課名） 

健康医療部 健康医療総務課 

健康医療部 保健医療室 感染症対策課 

健康医療部 健康推進室 健康づくり課 
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様式 ２ 

 

回 答 

 

団体名（大阪府歯科保険医協会） 

 

（要望項目） 

３．歯科医療提供体制、公衆衛生 

(3)歯科口腔外科を実施している公的医療機関や歯科口腔外科の認定医・専門医

が配置されている医療機関を把握し、府民に分かりやすく周知すること。 

 

（回答） 

○ 大阪府のホームページから閲覧可能な「医療情報ネット（ナビイ）」におい

て、「歯科口腔外科」を実施している医療機関が検索可能です。また、検索し

た病院情報の中に専門医の配置人数も示されていますので、そちらをご活用

ください。 

 

（回答部局課名） 

健康医療部 保健医療室 保健医療企画課 

健康医療部 健康推進室 健康づくり課 
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様式 ２ 

 

回 答 

 

団体名（大阪府歯科保険医協会） 

 

（要望項目） 

３．歯科医療提供体制、公衆衛生 

(4)地域での歯科医療の提供体制を拡充する観点から、地域歯科診療支援病院お

よび在宅療養支援歯科病院などが医療圏ごとに配置されるよう支援し整備を

進めること。 

 

（回答） 

○ 地域歯科診療支援病院および在宅療養支援歯科病院の届出は、各診療機関 

の判断に委ねられているものですが、地域における歯科医療提供体制拡充に 

資するよう、二次医療圏保健医療協議会等において、地域の医療機関連携に 

ついて情報共有を図ってまいります。 

 

（回答部局課名） 

健康医療部 健康推進室 健康づくり課 

 

 



 - 13 -

様式 ２ 

 

回 答 

 

団体名（大阪府歯科保険医協会） 

 

（要望項目） 

３．歯科医療提供体制、公衆衛生 

(5)障がい者（児）歯科医療に対応する一次医療機関を増やすとともに、入院下、

全身管理下で歯科治療が受診できるよう高次連携を進めること。当該医療機

関を対象とする財政支援策および高次歯科医療機関との相互連携を支援する

こと。 

 

（回答） 

○ 本府では、従来から障がい者歯科診療を行う府内の医療機関（市町村が実

施主体の施設は除く）に対し、人件費の補助を行うことにより、障がい者歯

科診療施設の支援を行っており、来年度より対象施設が増加する見込みです。 

 

○ また、一般の歯科診療所では治療が困難な障がい者に対する適正な診療機

会の確保及び診療技術の向上を図ることおよび、府内の障がい者歯科診療の

拠点施設として高度かつ適切な歯科医療サービスを提供するため、障がい者

歯科診療センター運営委託事業を行っています。  

 

○ 今後も、障がい者（児）に対する歯科医療に従事可能な歯科医師・歯科衛

生士が確保されるよう、必要に応じて関係機関と連携してまいります。 

 

（回答部局課名） 

健康医療部 健康推進室 健康づくり課 

 

 

 



 - 14 -

様式 ２ 

 

回 答 

 

団体名（大阪府歯科保険医協会） 

 

（要望項目） 

４．歯科医院経営等への支援 

(１)新興感染症対策費を補償すること。 

 

（回答） 

○ 新興感染症については、昨年度改定しました大阪府感染症予防計画（第６

版）や、新興感染症の発生及びまん延時に国から示される方針等に基づき、

対応してまいります。 

 

○ 国に対しては、新興感染症発生及びまん延時における体制構築に必要な財

政措置を講じるよう要望しています。 

 

 

（回答部局課名） 

健康医療部 保健医療室 感染症対策課 

 

 



 - 15 -

様式 ２ 

 

回 答 

 

団体名（大阪府歯科保険医協会） 

 

（要望項目） 

４．歯科医院経営等への支援 

(２)国の交付金だけでなく、府の独自予算でさらなる物価高騰対策支援を講じる

こと。 

 

（回答） 

○ 物価高騰の影響を受けている医療機関等の負担軽減を図り、安定的な事業

継続を支援するため、地方創生臨時交付金を活用して、令和４年度から計３

回にわたり、物価高騰対策一時支援金を支給してきました。 

 

○ 今後の支援については、引き続き、国の動きを注視するとともに、国から

臨時交付金が追加交付された場合には、必要な検討を行っていきます。 

 

（回答部局課名） 

健康医療部 保健医療室 保健医療企画課 

健康医療部 健康推進室 健康づくり課 

 

 



 - 16 -

様式 ２ 

 

回 答 

 

団体名（大阪府歯科保険医協会） 

 

（要望項目） 

４．歯科医院経営等への支援 

(３)支援金などの申請手続きはオンラインに限定せず、柔軟に対応すること。 

 

（回答） 

○ 物価高騰対策一時支援金の申請については、大阪府行政オンラインシステ

ムによる申請だけではなく、紙様式による申請の受付も行っています。 

 

（回答部局課名） 

健康医療部 保健医療室 保健医療企画課 

健康医療部 健康推進室 健康づくり課 

 

 



 - 17 -

様式 ２ 

 

回 答 

 

団体名（大阪府歯科保険医協会） 

 

（要望項目） 

４．歯科医院経営等への支援 

(４)歯科医療機関に対する情報は府内すべての歯科医療機関にいきわたるよう

徹底すること。 

 

（回答） 

○ 歯科医療機関を含む医療機関に対する情報は、内容に応じて、医師会、歯

科医師会等の医療関係団体を通じて周知いただくとともに、府ホームページ

に「病院・診療所等への通知等」のページを設け、国又は府からの各種通知

等を掲載しており、今後も周知の徹底に努めてまいります。 

 

（回答部局課名） 

健康医療部 保健医療室 保健医療企画課 

健康医療部 健康推進室 健康づくり課 

 

 

 



 - 18 -

様式 ２ 

 

回 答 

 

団体名（大阪府歯科保険医協会） 

 

（要望項目） 

５．審査・指導 

(１)弁護士帯同や録音の申し出を妨げないこと。録音の申し出に対して同意書の

提出を求めて取り下げるよう促すなど、指導大綱から逸脱する事例が大阪で

起こっている。当該技官・事務官を厳正に処分するとともに再発防止策を示

すこと。 

 

（回答） 

○  被指導者から書面をもって委任を受けた弁護士については、指導への帯同

を認めているので、その取扱いについては、個別指導の実施通知者である近

畿厚生局にご相談願います。録音については、指導の場では、患者の個人情

報保護に万全を期する必要があることから、録音の目的が保険医自身による

指導内容の確認である場合は認めています。 

なお、不適切だと思われる対応がある場合は、その場でお申し出いただく

か、指導後にご連絡ください。 

指導大綱の指導方針には、「保険診療の取扱い、診療報酬の請求等に関す

る事項について周知徹底させることを主眼とし、懇切丁寧に行う。」とされ

ており、今後とも指導にあたっては、指導大綱を遵守してまいります。 

 

（回答部局課名） 

健康医療部 健康推進室 国民健康保険課 

 

 



 - 19 -

様式 ２ 

 

回 答 

 

団体名（大阪府歯科保険医協会） 

 

（要望項目） 

５．審査・指導 

(２)改定時集団指導は、質疑応答の機会を設けるなど、改定された内容が開業医

にわかりやすいものとなるよう工夫すること。 

 

（回答） 

○ 改定時集団指導は、制度周知の公平性を図るため、厚生労働省が開催する

「診療報酬改定説明会」（令和２年度以降はホームページ上で説明動画を公

開）にて説明した内容と配布資料等に基づくものとなっています。 

大阪府管内の保険医療機関等に対して実施される改定時集団指導について

も、厚生労働省ホームページ上で公開されている説明動画の視聴および関係

通知等の確認をもって、集団指導の開催に代えさせていただいています。 

  なお、診療報酬改定に係る質疑応答については、近畿厚生局ホームページ

の「疑義照会送信フォーム」より、お問い合わせが可能となっています。 

 

（回答部局課名） 

健康医療部 健康推進室 国民健康保険課 

 

 



 - 20 -

様式 ２ 

 

回 答 

 

団体名（大阪府歯科保険医協会） 

 

（要望項目） 

５．審査・指導 

(３)保険医療機関に対する指導にあたっては、近畿厚生局との連携を前提にしつ

つも、選定委員会への積極的な参画と公正で民主的な運営のために独自性と

主体性を持つこと。 

 

（回答） 

○ 大阪府としては、国民健康保険及び後期高齢者医療制度を所管する立場か

ら、「指導大綱」に基づいて設置されている「近畿厚生局選定委員会（大阪部

会）」に積極的に参加しているところです。今後とも近畿厚生局と連携して、

保険医療機関に対する適切な指導に努めてまいります。 

 

（回答部局課名） 

健康医療部 健康推進室 国民健康保険課 

 

 



 - 21 -

様式 ２ 

 

回 答 

 

団体名（大阪府歯科保険医協会） 

 

（要望項目） 

５．審査・指導 

(４)指導大綱に定められている「懇切丁寧」な指導を徹底すること。 

 

（回答） 

○ 指導大綱の指導方針には、「保険診療の取扱い、診療報酬の請求等に関する

事項について周知徹底させることを主眼とし、懇切丁寧に行う。」とされてお

り、今後とも指導にあたっては、指導大綱を遵守してまいります。 

 

（回答部局課名） 

健康医療部 健康推進室 国民健康保険課 

 

 



 - 22 -

様式 ２ 

 

回 答 

 

団体名（大阪府歯科保険医協会） 

 

（要望項目） 

５．審査・指導 

(5)技官や事務官の質の向上に努めること。 

指導にあたる職員に対する教育の場を定期的にもち、人権の尊重をはじめ、

犯罪捜査のごとき権限は与えられていないなどの法的位置づけ、および指導

目的と趣旨を周知すること。 

被指導者が相談できる苦情申し立ての窓口や第三者機関を設けること。 

 

（回答） 

○ 指導大綱の指導方針には、「保険診療の取扱い、診療報酬の請求等に関する

事項について周知徹底させることを主眼とし、懇切丁寧に行う。」とされてい

ます。今後とも指導大綱を遵守すべく、指導に携わる技官及び事務官の研鑽

に努めてまいります。 

また、被指導者からの指導に関する相談については、指導実施通知者であ

る近畿厚生局にお問い合わせください。併せて、第三者機関については、既

存の窓口機関がありますので、ご活用ください。 

 

（回答部局課名） 

健康医療部 健康推進室 国民健康保険課 

 

 



 - 23 -

様式 ２ 

 

回 答 

 

団体名（大阪府歯科保険医協会） 

 

（要望項目） 

５．審査・指導 

(6)立合い人の選択の自由を認めること。 

保険診療の質的向上及び適正化を図ることを達成するため、被指導者に指

導時の助言や指摘が正確に伝わる必要がある。被指導者の理解を深めるため

にも、立合い人を被指導者の自由選択とすること。 

 

（回答） 

○ 指導大綱の指導方法等に、都道府県医師会、同歯科医師会、同薬剤師会（以

下「都道府県医師会等」）に対して立会いを依頼する旨、定められており、ま

た、「都道府県医師会等が指導に立ち会わない場合にあって、必要があると認

めたときは、地方厚生（支）局長は支払基金等に対して審査委員の立合いの

依頼を行なうことができる」とされています。 

指導大綱に基づき、引き続き指導の目的が達せられるよう努めてまいりま

す。 

 

（回答部局課名） 

健康医療部 健康推進室 国民健康保険課 

 

 

 


